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川崎市協働・連携のあり方検討委員会について 

１ 委員会設置の経緯と目的 

（経緯） 

これまで本市では、協働の考え方を自治基本条例において示すとともに、

市民活動団体への支援を目的とした市民活動支援指針を策定して協働の取

組を推進してきた。しかし、近年、市民活動団体のほかにも企業や大学など

多様な主体が、協働の担い手として台頭しており、協働の主体や手法をより

広く捉えた協働の考え方の整理が求められている。 

（目的） 

暮らしやすい地域社会の実現に向けて、ボランティアを中心とした任意の

市民活動団体のほか、ＮＰＯ、ソーシャルビジネス事業者、企業のＣＳＲ活

動、大学の地域活動など多様な主体との協働・連携のあり方ついて検討を行

うことを目的とする。 

２ 委員会の検討事項 

（１）協働・連携に関する基本的な考え方に関すること。 

（２）協働・連携により地域の課題解決を促進するための具体的な仕組みに関

すること。 

３ 今後の検討の進め方 

市では、自治基本条例第３２条に規定する協働施策の体系化を図るものと

して、市の協働・連携に関する基本的な方針を平成２８年３月に策定するこ

とを予定しており、上記２（１）の協働・連携に関する基本的な考え方につ

いての検討結果を、この基本的な方針に反映していく。 

また、検討委員会における検討と並行して、協働・連携を具体的に推進し

ていくための施策構築に向けた検討を行政内部で行うために、協働・連携に

関する所管局・区の課長級で構成する庁内検討会議を年内に設置し、検討委

員会との情報共有を行いながら検討を進める（次の図のとおり）。 

資料４ 
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        ↓ 

委員会 報告書（H27.11月）        行政 基本方針素案（H27.12月）  

                            ↓ 

パブリックコメント（H27.12月）  

                            ↓ 

 基本方針策定（H28.3月）  

３ 任 期 

 平成２６年１２月３日から平成２８年３月３１日まで 

４ 開催予定回数 

 ９回程度（委員会の進捗状況により、小委員会として開催する可能性あり） 

５ 検討委員会 スケジュール（案） 

委員会 検討内容 

第１回 

(12/3) 

１ 委員委嘱・委員長・副委員長選出 

２ 委員会の役割、今後の検討事項等について 

第２回（1月下旬） ○検討テーマ１ 

第３回（3月下旬） ○検討テーマ２ 

第４回（4月下旬） ○検討テーマ３ 

第５回（5月下旬） ○検討テーマ４ 

第６回（7月上旬） ○検討テーマ５ 

第７回（8月上旬）
○これまでの議論の振返り及び基本方針の方向性の検討 

○報告書骨子案の検討 

第８回（10月上旬） ○報告書（案）の検討 

第９回（11月上旬） ○報告書（案）の確定、報告書提出 

協働・連携に関する庁内検討

会議（各局・区の関係課長級）
連携・情報共有 協働・連携のあり方検討委員会 

（１～２か月に１回、全９回程度）

[今後の検討の進め方（イメージ）] 


